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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手動によるバウンス位置の変更が可能な発光部と、
　前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させるオートバウンス手段と、
　前記オートバウンス手段により前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させるオートバ
ウンスモードにおいて前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させた後に手動による前記
発光部のバウンス位置の変更が検出された場合に前記オートバウンスモードを解除する制
御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記オートバウンス手段により前記発光部をバウンス位置へ移動させ
た後に手動で移動された前記発光部のバウンス位置がバウンス撮影に不適な位置か否かを
判定し、不適な位置であると判定した場合に前記発光部を初期位置へ移動させることを特
徴とするストロボ装置。
【請求項２】
　前記初期位置は、前記発光部を被写体に対して正面を向く位置であり、
　前記制御手段は、前記初期位置に移動させた前記発光部を発光させることを特徴とする
請求項１に記載のストロボ装置。
【請求項３】
　発光部を手動でバウンス位置へ移動可能なストロボ装置と、前記ストロボ装置が取り付
けられる撮像装置とからなる撮像システムであって、
　前記ストロボ装置は、
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　前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させるオートバウンス手段と、
　前記オートバウンス手段により前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させるオートバ
ウンスモードにより前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させた後に手動によるバウン
ス位置の変更が検出された場合に前記オートバウンスモードを解除する制御手段と、を備
え、
　前記撮像装置は、
　前記ストロボ装置が前記オートバウンスモードにあるか否かを判定し、前記ストロボ装
置が前記オートバウンスモードにある場合に前記制御手段に前記オートバウンス手段を動
作させる指令信号を送るカメラ制御部と、を備え、
　前記制御手段は、前記オートバウンス手段により前記発光部をバウンス位置へ移動させ
た後に手動で移動された前記発光部のバウンス位置がバウンス撮影に不適な位置か否かを
判定し、不適な位置であると判定した場合に前記発光部を初期位置へ移動させることを特
徴とする撮像システム。
【請求項４】
　発光部の手動によるバウンス位置への移動が可能であると共に、前記発光部を自動でバ
ウンス位置へ移動させるオートバウンスモードでの動作が可能なストロボ装置の制御方法
であって、
　前記オートバウンスモードで前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させるオートバウ
ンスステップと、
　前記オートバウンスモードで前記発光部をバウンス位置へ移動させた後に手動による前
記発光部のバウンス位置の変更があった否かを判定する判定ステップと、
　前記手動による前記発光部のバウンス位置の変更があった場合にオートバウンスモード
を解除する解除ステップと、
　前記オートバウンスステップで前記発光部をバウンス位置へ移動させた後に手動で移動
された前記発光部のバウンス位置がバウンス撮影に不適な位置か否かを判定する判定ステ
ップと、
　前記判定ステップで不適な位置であると判定した場合に前記発光部を初期位置へ移動さ
せる移動ステップと、を有することを特徴とするストロボ装置の制御方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のストロボ装置の制御方法を、ストロボ装置が備えるコンピュータに実
行させることを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体に対して照明を行うストロボ装置、撮像システム、ストロボ装置の制
御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被写体に対して照明を行うストロボ装置として、発光部が回転可能に構成され、回転角
度を自動で決定する、所謂、オートバウンス機能を備えたものが知られている。このよう
なオートバウンス機能を備えたストロボ装置を用いて撮像装置による撮影を行う技術とし
て、発光部と、発光部からの光を反射する反射体との間の距離を測定してオートバウンス
を実行し、撮影を行う技術が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１７００１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された技術では、オートバウンス後に手動でバウ
ンス位置を変更して撮影することができない。そのため、オートバウンスによって設定さ
れた発光部の位置（角度）が撮影者の撮影意図に沿わず、撮影者が手動バウンス撮影へ切
り替えて撮影を行いたい場合には、手間と時間がかかってしまうことがある。
【０００５】
　本発明は、発光部がオートバウンス可能なストロボ装置において、オートバウンス後の
発光部の角度調節を手動で容易に行うことができ、また、オートバウンス撮影の中止を素
早く行うことができるストロボ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るストロボ装置は、手動によるバウンス位置の変更が可能な発光部と、前記
発光部を自動でバウンス位置へ移動させるオートバウンス手段と、前記オートバウンス手
段により前記発光部を自動でバウンス位置へ移動させるオートバウンスモードにおいて前
記発光部を自動でバウンス位置へ移動させた後に手動による前記発光部のバウンス位置の
変更が検出された場合に前記オートバウンスモードを解除する制御手段と、を備え、前記
制御手段は、前記オートバウンス手段により前記発光部をバウンス位置へ移動させた後に
手動で移動された前記発光部のバウンス位置がバウンス撮影に不適な位置か否かを判定し
、不適な位置であると判定した場合に前記発光部を初期位置へ移動させることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、オートバウンスにより発光部を自動でバウンス位置へ移動させた後に
、手動によるバウンス位置の変更が検出された場合には、オートバウンスモードが解除さ
れる。これにより、オートバウンス後の発光部の角度調節を手動で容易に行うことができ
、また、オートバウンス撮影の中止を素早く行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る撮像システムを用いて行うバウンス撮影シーンの一例を
示す図である。
【図２】図１の撮像システムの概略構成を示すブロック図である。
【図３】図１の撮像システムを構成するストロボ装置における、ストロボ本体に対する発
光部のバウンス位置と発生信号との関係を示す図である。
【図４】図１の撮像システムで実行される第１実施形態に係るオートバウンス動作の制御
フローチャートである。
【図５】図１の撮像システムで実行される第２実施形態に係るオートバウンス動作の制御
フローチャートである。
【図６】図１の撮像システムで実行される第３実施形態に係るオートバウンス動作の制御
フローチャートである。
【図７】図５のステップＳ５２６及び図６のステップＳ６３１においてバウンス位置がバ
ウンス撮影に有効な位置であると判定する領域区分を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、
本発明に係るストロボ装置として、一眼レフカメラのカメラ本体に直接取り付けられるス
トロボ装置を取り上げる。図１は、本発明の実施形態に係る撮像システム１０を用いて行
うバウンス撮影シーンの一例を示す図である。
【００１０】
　撮像システム１０は、カメラ本体２３４及び交換レンズ２３３からなる一眼レフカメラ
２３０と、カメラ本体２３４に装着されたストロボ装置２００とによって構成される。ス
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トロボ装置２００は、カメラ本体２３４に着脱可能に装着されるストロボ本体２４０と、
発光部２５０とにより構成されており、発光部２５０をストロボ本体２４０に対して手動
でバウンス位置へ移動可能に構成されている。一方、後述するように、ストロボ本体２４
０にオートバウンスモードが設定されている場合には、発光部２５０をストロボ本体２４
０に対して、自動でバウンス位置へ移動させるオートバウンス機能を有する。
【００１１】
　図１は、ストロボ装置２００の発光部２５０から照射される照明光を反射体としての天
井１０１に反射させて被写体１００を照明し、撮影を行う天井バウンス撮影を示している
。なお、天井バウンス撮影では、天井に反射させて間接的に被写体を照明することにより
、正面から直接照明する場合に比べて照明光がやわらかくなり、被写体の背面に出る影を
弱くする効果を得ることができる。
【００１２】
　カメラ本体２３４から被写体１００までの距離と、カメラ本体２３４から天井１０１ま
での距離とにより、ストロボ装置２００の照明光を反射せるためのバウンス角度が決定さ
れる。ストロボ装置２００のバウンス角度を決定する方法は、特に限定されるものではな
く、公知の方法を用いることができるため、ここでの説明を省略する。
【００１３】
　＜第１実施形態＞
　図２は、撮像システム１０の概略構成を示すブロック図である。カメラ本体２３４は、
ストロボ装置２００を装着するためのストロボ接続端子２３１と、撮影指示を行うレリー
ズスイッチ２３２とを備える。ストロボ接続端子２３１にストロボ装置２００が備える接
続端子２１４が機械的且つ電気的に接続されることで、ストロボ装置２００はカメラ本体
２３４に固定され、カメラ本体２３４とストロボ装置２００との間での制御信号の通信が
可能となる。レリーズスイッチ２３２は、半押し（１段目）と全押し（２段目）の２段ス
イッチで構成されている。カメラ本体２３４が備えるマイクロコンピュータ等からなるカ
メラ制御部２３５は、半押しを検知すると撮影準備状態に入り、交換レンズ２３３を駆動
してＡＦ（自動焦点）動作やＡＥ（自動露出）動作等を行う。そして、カメラ制御部２３
５は、全押しを検知すると、設定された露出量での撮影を行う。
【００１４】
　ストロボ装置２００は、制御部２０１、電源回路２０３、充電回路２０４、発光回路２
０５、キセノン（Ｘｅ）管２０６、バウンス駆動回路２０７、モータ２０８、ＳＷ回路２
１０、ワイヤレスセレクタ２１１及びダイアルユニット２１２を備える。また、ストロボ
装置２００は、通信回路２１３、接続端子２１４、表示回路２１５、ＬＥＤ２１６及び液
晶表示部（ＬＣＤ）２１７を備える。
【００１５】
　ストロボ装置２００には、電源としての電池２０２が着脱可能であり、電池２０２が装
着されることによって電源回路２０３が作動し、ストロボ装置２００を制御する制御部２
０１に電源が供給される。制御部２０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により構成され、
ストロボ装置２００の全体的な動作制御を行う。制御部２０１は、ＳＷ回路２１０におけ
るパワー（ＰＯＷＥＲ）スイッチの状態を検出し、電源のオン／オフを制御する。
【００１６】
　また、制御部２０１は、ＳＷ回路２１０におけるメニュー（ＭＥＮＵ）スイッチがユー
ザ（撮影者）により押下されると、表示回路２１５により液晶表示部２１７をパラメータ
設定モード表示とする。そして、制御部２０１は、ダイアルユニット２１２やセット（Ｓ
ＥＴ）スイッチに対するユーザの操作にしたがって、制御に必要なパラメータを設定する
。ダイアルユニット２１２には、回転方向によってパルスの出方が変わるダイアル１，２
（ＤＩＡＬ１，２）の切片があり、制御部２０１は、回転方向と回転数を取得することに
より、スムーズにパラメータの変更を行うことができるようになっている。
【００１７】
　更に、制御部２０１は、ワイヤレスセレクタ２１１の状態に基づいて、ワイヤレスモー
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ドでの作動状態を設定する。ワイヤレスモードでは、通信回路２１３内のＲＦ－ｕにより
無線通信が行われる。ストロボ装置２００は、ワイヤレスセレクタ２１１の状態がＯＦＦ
のときはワイヤレスモードで動作せず、ＭＡＳＴＥＲのときはマスタとして動作し、ＳＬ
ＡＶＥのときはスレーブとして動作する。なお、ストロボ装置２００をマスタとして用い
るかスレーブとして用いるかの設定は、複数のストロボ装置を使った多灯ストロボ撮影を
行う際にユーザにより適宜行われる。
【００１８】
　ＳＷ回路２１０のパワー（ＰＯＷＥＲ）スイッチが操作されて電源がオンになると、制
御部２０１は充電回路２０４を作動させ、これによりキセノン管２０６を発光させるため
の充電が行われ、充電が完了すると表示回路２１５によりＬＥＤ２１６が点灯する。
【００１９】
　カメラ本体２３４とストロボ装置２００とがストロボ接続端子２３１と接続端子２１４
とで接続され、ストロボ装置２００がオートバウンスモードにあるとき、制御部２０１は
、周知の技術を用いて、最適なバウンス位置を演算する。周知の技術としては、例えば、
先に取り上げた特開２０１１－１７００１４号公報に記載の方法を用いることができる。
制御部２０１は、演算した情報に基づき、バウンス駆動回路２０７を制御し、モータ２０
８を駆動して発光部２５０を自動的に最適なバウンス位置へ移動させる。なお、発光部２
５０のバウンス位置は、バウンス位置に連動して発生する信号２０９により確認すること
ができる。
【００２０】
　なお、上述の通り、本実施形態ではストロボ装置２００がオートバウンスモードにある
とき、制御部２０１が、最適なバウンス位置を演算するが、バウンス位置の決定方法は、
これに限られない。例えば、カメラ本体２３４のカメラ制御部２３５が、発光部２５０の
バウンス位置を演算し、演算結果をストロボ装置２００の制御部２０１へ送信し、受信し
た演算結果に基づいて制御部２０１が発光部２５０をバウンス位置へ移動させる構成とし
てもよい。
【００２１】
　図３は、ストロボ本体２４０に対する発光部２５０のバウンス位置と発生信号との関係
を示す図である。ストロボ本体２４０に対して左右回転方向のバウンスにはＬＲ－１，Ｌ
Ｒ－２，ＬＲ－３が、上下方向のバウンスにはＵＤ－１，ＵＤ－２，ＵＤ－３がそれぞれ
バウンス位置に連動して切り替わる。カメラ本体２３４のカメラ制御部２３５は、レリー
ズスイッチ２３２が全押しされたことを検知すると、撮影動作に入り、制御部２０１へレ
リーズ信号を送信する。ストロボ装置２００の制御部２０１は、カメラ制御部２３５から
レリーズ信号を受信すると、発光回路２０５に指令を出して、キセノン管２０６にトリガ
をかけて発光させる。
【００２２】
　図４は、撮像システム１０で実行される第１実施形態に係るオートバウンス動作の制御
フローチャートである。図４（ａ）のメインルーチンは、カメラ本体２３４のカメラ制御
部２３５によって実行され、図４（ｂ）のオートバウンスルーチン（メインルーチンのス
テップＳ４０４）は、ストロボ装置２００の制御部２０１により実行される。
【００２３】
　先ず、図４（ａ）のメインルーチンについて説明する。ステップＳ４０１において、カ
メラ制御部２３５は、カメラ本体２３４に設けられたレリーズスイッチ２３２が半押しさ
れたか否か（１段目がオンされたか否か）を判定する。レリーズスイッチ２３２が半押し
されるまで（ステップＳ４０１でＮＯ）、この判定を繰り返す。レリーズスイッチ２３２
が半押しされると（Ｓ４０１でＹＥＳ）、カメラ制御部２３５は、処理をステップＳ４０
２へ進める。ステップＳ４０２において、カメラ制御部２３５は、交換レンズ２３３を駆
動して被写体にピントを合わせ、露出量を演算するための測光を行い、その後、処理をス
テップＳ４０３へ進める。
【００２４】
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　ステップＳ４０３において、カメラ制御部２３５は、オートバウンスモードであるか否
かを判定する。オートバウンスモードでない場合（Ｓ４０３でＮＯ）、処理をステップＳ
４０５へ進める。一方、オートバウンスモードである場合（Ｓ４０３でＹＥＳ）、カメラ
制御部２３５は、ストロボ装置２００の制御部２０１に発光部２５０のオートバウンスを
実行させる指令信号を送る。これにより、ステップＳ４０４において、制御部２０１が発
光部２５０のオートバウンスルーチンを実行する。オートバウンスルーチンが終了すると
、処理はステップＳ４０５へ進む。
【００２５】
　ステップ４０５において、カメラ制御部２３５は、カメラ本体２３４のレリーズスイッ
チ２３２が全押しされたか否か（２段目がオンされたか否か）を判定し、レリーズスイッ
チ２３２の全押しを検知するまで（Ｓ４０５でＮＯ）、これまでの動作（Ｓ４０１～Ｓ４
０３）を繰り返す。カメラ制御部２３５は、レリーズスイッチ２３２の全押しを検知する
と（Ｓ４０５でＹＥＳ）、ステップＳ４０６において撮影を実行し、その後、処理をステ
ップＳ４０１へ戻す。
【００２６】
　次に、図４（ｂ）のオートバウンスルーチン（ステップＳ４０４）について説明する。
ストロボ装置２００の制御部２０１は、ステップＳ４２０において、バウンス位置の演算
がなされているか否かを判定する。制御部２０１は、バウンス位置が演算されていない場
合（Ｓ４２０でＹＥＳ）、処理をステップＳ４２１へ進め、バウンス位置が演算されてい
る場合（Ｓ４２０でＮＯ）、処理をステップＳ４２３へ進める。
【００２７】
　ステップＳ４２１において、制御部２０１は、バウンス位置の演算を行い、演算された
上下、左右のそれぞれのバウンス位置を、ＵＤ＿ＰＯＳ、ＬＲ＿ＰＯＳとして記憶し、そ
の後、処理をステップＳ４２２へ進める。ステップＳ４２２において、制御部２０１は、
発光部２５０をバウンス位置へ自動移動させ、現在の上下、左右のそれぞれのバウンス位
置を、ＮｏｗＵＤ＿ＰＯＳ、ＮｏｗＬＲ＿ＰＯＳとして記憶し、その後、処理をステップ
Ｓ４２３へ進める。
【００２８】
　ステップＳ４２３において、制御部２０１は、発光部２５０の現在のバウンス位置を取
得する。続くステップＳ４２４において、制御部２０１は、手動による発光部２５０のバ
ウンス位置の移動があったか否かを判定する。ステップＳ４２４の判定は、演算されたバ
ウンス位置と現在のバウンス位置とを比較することにより行われる。
【００２９】
　バウンス位置の移動がない場合（Ｓ４２４でＮＯ）、制御部２０１は、オートバウンス
ルーチンを終了し、これにより処理はメインルーチンのステップＳ４０５へ進められるこ
とになる。一方、バウンス位置の移動があった場合（Ｓ４２４でＹＥＳ）、即ち、オート
バウンス後に発光部２５０が手動で移動されたと判定された場合、制御部２０１は、ステ
ップＳ４２５において、オートバウンスモードを解除する。これにより、オートバウンス
ルーチンは終了となり、メインルーチンのステップＳ４０５へ処理が進められる。なお、
ステップＳ４２５においてオートバウンスモードが解除されてメインルーチンに戻った場
合のメインルーチンでは、再度のオートバウンスは行われない。
【００３０】
　以上の説明の通り、本実施形態では、オートバウンス後に手動で発光部２５０のバウン
ス位置が移動された場合には、オートバウンスの機能が不要であると自動的に判断して、
オートバウンスモードを解除する。これにより、ユーザが手動でオートバウンスモードを
解除する等の手間を省くことができ、ストロボ装置２００を用いたストロボ撮影の作業性
を向上させることができる。
【００３１】
　なお、本実施形態では、ステップＳ４２４において、演算されたバウンス位置と現在の
バウンス位置とを比較することで、発光部２５０が手動で移動されたか否かを判定したが
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、判定方法はこれに限定されるものではない。例えば、本体部に加速度センサを設け、加
速度センサの出力に基づいて手動による発光部２５０の移動（位置調節）が行われた否か
を判定してもよい。
【００３２】
　＜第２実施形態＞
　図５は、本発明の第２実施形態に係るオートバウンス動作の制御フローチャートである
。図５（ａ）のメインルーチンは、カメラ本体２３４のカメラ制御部２３５によって実行
され、図５（ｂ）のオートバウンスルーチン（メインルーチンのステップＳ５０４）は、
ストロボ装置２００の制御部２０１により実行される。
【００３３】
　図５（ａ）のメインルーチンで実行されるステップＳ５０１～Ｓ５０３，Ｓ５０５，Ｓ
５０６の処理内容は、図４（ａ）のメインルーチンで実行されるステップＳ４０１～Ｓ４
０３，Ｓ４０５，Ｓ４０６の処理内容と同じであるため、ここでの説明を省略する。第２
実施形態では、ステップＳ５０４で行われるオートバウンス処理の内容が、図４（ａ）の
ステップＳ４０４のオートバウンス処理の内容と異なる。よって、以下に、ステップＳ５
０４のオートバウンスの処理内容について説明する。
【００３４】
　図５（ｂ）に示すオートバウンスルーチンの処理内容のうち、ステップＳ５２０～５２
５の処理内容は、図４（ｂ）のオートバウンスルーチンで実行されるステップＳ４２１～
４２５の処理内容と同じであるため、ここでの説明を省略する。
【００３５】
　ステップＳ５２５では、手動で発光部２５０のバウンス位置が変更されているために、
オートバウンスモードを解除している。そこで、ステップＳ５２５に続くステップＳ５２
６において、制御部２０１は、手動で発光部２５０が移動された後の発光部２５０の位置
がバウンス撮影に不適か否かを判定する。
【００３６】
　ステップＳ５２６の判定方法について、図７を参照して説明する。図７は、バウンス位
置がバウンス撮影に有効な位置であると判定する領域区分を示す図である。本実施形態で
は、左右回転方向のバウンス有効角度をＬ６０°，０°，Ｒ６０°とし、上下方向バウン
スの有効角度を４５°，６０°，７５°，９０°とする。そして、左右回転方向バウンス
と上下方向バウンスの少なくとも一方が有効角度の範囲外の位置にあるときに、発光部２
５０がバウンス撮影に不適な位置にあるものと判定する。なお、有効角度の範囲は、これ
に限定されるものではなく、より狭い範囲を設定してもよく、逆により広い範囲を設定し
てもよい。また、撮影シーンに応じて、有効角度の設定範囲が自動的に切り替わる構成と
してもよい。
【００３７】
　発光部２５０の位置がバウンス撮影に不適な位置ではない場合（Ｓ５２６でＮＯ）、制
御部２０１は、オートバウンスルーチンを終了して、メインルーチンのステップＳ５０５
へ処理を進める。一方、発光部２５０の位置がバウンス撮影に不適な位置になっている場
合（Ｓ５２６でＹＥＳ）、制御部２０１は、ステップＳ５２７において、発光部２５０の
位置を初期位置（例えば、被写体に対して正面を向く位置）へ移動させる。なお、発光部
２５０の初期位置は、被写体に対して正面を向く位置ではなく、左右方向の角度は０度で
、上側に９０度回転した位置等でもよい。その後、制御部２０１は、オートバウンスルー
チンを終了して、メインルーチンのステップＳ５０５へ処理を進める。
【００３８】
　以上、本実施形態によれば、オートバウンス後に手動で移動させた発光部２５０のバウ
ンス位置がバウンス撮影に不適な位置であった場合に、バウンス位置を初期位置に移動さ
せる。これにより、撮影の失敗を抑制し、また、ユーザが所望するバウンス位置への発光
部２５０の移動を容易に行うことができるようになる。
【００３９】
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　＜第３実施形態＞
　図６は、本発明の第３実施形態に係るオートバウンス動作の制御フローチャートである
。図６（ａ）のメインルーチンは、カメラ本体２３４のカメラ制御部２３５によって実行
される。一方、図６（ｂ）のオートバウンスルーチン（メインルーチンのステップＳ６０
４）と図６（ｃ）のバウンス位置判定ルーチンは、ストロボ装置２００の制御部２０１に
より実行される。
【００４０】
　図６（ａ）のメインルーチンで実行されるステップＳ６０１～Ｓ６０３，Ｓ６０５，Ｓ
６０８の処理内容は、図４（ａ）のメインルーチンで実行されるステップＳ４０１～Ｓ４
０３，Ｓ４０５，Ｓ４０６の処理内容と同じであるため、ここでの説明を省略する。また
、第３実施形態においてステップＳ６０４で行われるオートバウンス処理の内容は、図４
（ａ）のステップＳ４０４で行われるオートバウンスの処理内容と同じである。つまり、
図６（ｂ）のステップＳ６２０～６２５の処理内容は、図４（ｂ）のステップＳ４２０～
Ｓ４２５の処理内容と同じであり、そのため、ここでの説明を省略する。
【００４１】
　第３実施形態が第１実施形態とは異なるステップＳ６０６，Ｓ６０７の内容について、
以下に説明する。メインルーチンのステップＳ６０５において、カメラ制御部２３５は、
レリーズスイッチ２３２の全押しを検知すると（Ｓ６０５でＹＥＳ）、ステップＳ６０６
において、ストロボ装置２００の制御部２０１にバウンス位置判定を実行させる。
【００４２】
　バウンス位置判定ルーチンでは、先ず、制御部２０１は、ステップＳ６３０において、
現在の発光部２５０のバウンス位置を取得する。続いて、ステップＳ６３１において、制
御部２０１は、ステップＳ６３０で取得した現在のバウンス位置がバウンス撮影に適した
位置であるかを判定する。ステップＳ６３１の判定は、第２実施形態のステップＳ５２６
の判定に準じ、右回転方向バウンスと上下方向バウンスの両方が有効角度の範囲内にある
ときに、バウンス撮影に適した位置であると判定する。
【００４３】
　制御部２０１は、発光部２５０がバウンス撮影に適した位置にある場合（Ｓ６３１でＹ
ＥＳ）、処理をステップＳ６３２へ進め、発光部２５０がバウンス撮影に適した位置にな
り場合（Ｓ６３１でＮＯ）、処理をステップＳ６３３へ進める。ステップＳ６３２におい
て、制御部２０１は、ＢＯＵＮＣＥ＿ＯＫ＝１とし、その結果をカメラ制御部２３５へ送
信し、これによりオートバウンスルーチンは終了となり、処理はメインルーチンのステッ
プＳ６０７へ進むことになる。
【００４４】
　一方、制御部２０１は、ステップＳ６３３において、ＢＯＵＮＣＥ＿ＯＫ＝０とし、続
くステップＳ６３４において警告表示を行い、ステップＳ６３３での結果をカメラ制御部
２３５へ送信する。これによりオートバウンスルーチンは終了となり、処理はメインルー
チンのステップＳ６０７へ進むことになる。
【００４５】
　ステップＳ６０７において、カメラ制御部２３５は、ステップＳ６０６でのバウンス位
置判定ルーチンでの判定結果を確認する。即ち、カメラ制御部２３５は、発光部２５０が
バウンス撮影に適正な位置に設定されていることを示す「ＢＯＵＮＣＥ＿ＯＫ＝１」の場
合（Ｓ６０７でＹＥＳ）、処理をステップＳ６０８に進め、撮影を行う。一方、カメラ制
御部２３５は、発光部２５０がバウンス撮影に適正な位置にないことを示す「ＢＯＵＮＣ
Ｅ＿ＯＫ＝０」の場合（Ｓ６０７でＮＯ）、処理をステップＳ６０１へ戻す。
【００４６】
　以上の説明の通り、本実施形態では、ユーザが手動でオートバウンスモードを解除する
等の手間を省くことができ、ストロボ装置２００を用いたストロボ撮影の作業性を向上さ
せることができる。また、レリーズスイッチ２３２が全押しされた後に、再度、発光部２
５０がバウンス撮影に適した位置にあるか否かを判定することで、撮影の失敗を抑制する
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【００４７】
　＜その他の実施形態＞
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、
各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００４８】
　例えば、上記の実施形態では、カメラ本体に装着されたストロボ装置でオートバウンス
を行う構成に本発明を適用した例を説明したが、カメラ本体に内蔵されたストロボ装置で
オートバウンスを行う構成に本発明を適用してもよい。また、上下方向と左右方向のいず
れか一方にのみ回転可能なストロボ装置に本発明を適用してもよい。
【００４９】
　本発明は以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の
機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介してシ
ステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰ
Ｕ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラム
、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００５０】
　２００　　ストロボ装置
　２０１　　制御部
　２０７　　バウンス駆動回路
　２３０　　一眼レフカメラ
　２３２　　レリーズスイッチ
　２３４　　カメラ本体
　２３５　　カメラ制御部
　２４０　　ストロボ本体
　２５０　　発光部
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